
 

 
   令和５年５月３１日  

九 州 地 方 整 備 局 

 

九州で初めて、届出対象区域の指定を行います 

～ 沿道民地における電柱を対象とした「届出･勧告制度」の運用開始 ～ 

 

緊急輸送道路をはじめ道路区域では、電線類の地中化などを進め、災害時に電柱等が倒

壊することによる道路閉塞の防止に取り組んでいます。一方で、道路区域外の沿道の民地に設

置された電柱等による道路の閉塞の危険もあります。 

このため、令和３年に「届出・勧告制度」を創設し、沿道の民地のうち道路管理者が指定した

届出対象区域の中に電柱を設置する場合、設置者は道路管理者に対して「届出」を行い、道

路管理者は道路閉塞のおそれがある場合には必要に応じて設置場所の変更等の「勧告」を行

えることとしました。 

このたび、九州で初めて、「届出対象区域」を指定し運用開始することになりましたのでお知

らせします。 

 

 

 

【届出対象区域】 

対象路線 対象区間 延長 工作物 運用開始日 

国道３４号 
鳥栖市田代本町字本村 1075 番１から 

同市元町字丁ノ坪 1385 番 1 まで 
2.5ｋｍ 電柱 令和５年６月１日 

 

 

別紙１：「届出・勧告制度」の概要 

別紙２：届出対象区域該当箇所 

別紙３：参考 道路法 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 
  九州地方整備局 道路部 道路管理課 課長   長友 浩信 
         電話：【代表】092-471-6331   【直通】092-476-3533 
 
  九州地方整備局 佐賀国道事務所 技術副所長  松永 鉄治 
         電話：【代表】0952-32-1151 
 



○目的
沿道民地からの工作物等の倒壊による道路閉塞を防止(道路法改正(R3.9施行))

○制度の概要
道路管理者は沿道区域・届出対象区域を指定し、区域内に工作物（電柱）を設置する際は、
電線管理者から道路管理者へ届出。届出に対し、道路閉塞のおそれがある場合は必要に応じ勧告。

国道５５号 ⾼知県安芸市
【沿道⺠地の電柱が倒壊し道路閉塞した例】

沿道区域の指定※

届出対象区域の指定※

電線管理者から道路管理者へ電柱設置
を届出

必要に応じ、倒壊しても道路閉塞しない位置
や高さへの変更を電線管理者に勧告

【 ⼿続きの流れ 】

※ 指定にあたり電線管理者や
土地所有者へ説明

【 沿道区域・届出対象区域のイメージ 】

⺠ 地道路区域⺠ 地

最⼤20ｍ
沿道区域

届出対象区域

最⼤20ｍ
沿道区域

届出対象区域

沿 道 区 域：道路に損害や危険を及ぼす場合は、その防止措置を命ずることが可能な区域
届出対象区域：沿道区域の全部又は一部において、電柱を設置する際、届出が必要な区域

「届出・勧告制度」の概要

倒壊すると道路が閉塞する位置 倒壊しても道路閉塞しない位置

【 道路の閉塞を防⽌する仕組み（イメージ）】

勧告による
位置の変更

別紙１
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届出対象区域

届出対象区域該当箇所 別紙２
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別紙３【参考】道路法

（沿道区域における⼟地等の管理者の損害予防義務）
第四⼗四条 道路管理者は、道路の沿道の⼟地、⽵⽊⼜は⼯作物が道路の構造に及ぼすべき

損害を予防し、⼜は道路の交通に及ぼすべき危険を防⽌するため、道路に接続
する区域を、条例（指定区間内の国道にあつては、政令）で定める基準に従い、
沿道区域として指定することができる。ただし、道路の各⼀側について幅⼆⼗
メートルを超える区域を沿道区域として指定することはできない。

２ 前項の規定による指定においては、当該指定に係る沿道区域及び次項の規定に
よる措置の対象となる⼟地、⽵⽊⼜は⼯作物を定めるものとし、道路管理者は、
当該指定をしたときは、遅滞なくこれらの事項を公⽰するものとする。

３ 沿道区域の区域内にある⼟地、⽵⽊⼜は⼯作物（前項の規定により公⽰された
ものに限る。以下この項及び次項において同じ。）の管理者は、その⼟地、⽵⽊
⼜は⼯作物が道路の構造に損害を及ぼし、⼜は交通に危険を及ぼすおそれがある
と認められる場合においては、その損害⼜は危険を防⽌するための施設の設置
その他その損害⼜は危険を防⽌するため必要な措置を講じなければならない。

４ 道路管理者は、前項に規定する損害⼜は危険を防⽌するため特に必要があると
認める場合においては、当該⼟地、⽵⽊⼜は⼯作物の管理者に対して、同項に規
定する施設の設置その他その損害⼜は危険を防⽌するため必要な措置を講ずべき
ことを命ずることができる。

（以下省略）

（届出対象区域内における⼯作物の設置の届出等）
第四⼗四条の⼆ 道路管理者は、沿道区域（前条第⼆項の規定により同条第三項の規定によ

る措置の対象となるものとして⼯作物が公⽰されたものに限る。）の全部⼜は
⼀部の区域を、届出対象区域として指定することができる。

２ 道路管理者は、前項の規定による届出対象区域の指定をしようとする場合にお
いては、条例（指定区間内の国道にあつては、国⼟交通省令。以下この条におい
て同じ。）で定めるところにより、あらかじめ、その旨及びその区域を公⽰しな
ければならない。

３ 届出対象区域の区域内において、⼯作物（前条第⼆項の規定により公⽰された
ものに限る。）の設置に関する⾏為をしようとする者は、当該⾏為に着⼿する⽇
の三⼗⽇前までに、条例で定めるところにより、⾏為の種類、場所、設計⼜は
施⾏⽅法、着⼿予定⽇その他の条例で定める事項を道路管理者に届け出なければ
ならない。

４ 次に掲げる⾏為については、前項の規定は、適⽤しない。
⼀ 軽易な⾏為その他の⾏為で条例で定めるもの
⼆ ⾮常災害のため必要な応急措置として⾏う⾏為
三 国⼜は地⽅公共団体が⾏う⾏為

５ 第三項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち条例で定める
事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る⾏為に着⼿する⽇の三⼗
⽇前までに、条例で定めるところにより、その旨を道路管理者に届け出なければ
ならない。

６ 道路管理者は、第三項⼜は前項の規定による届出があつた場合において、その
届出に係る⾏為が災害が発⽣した場合において道路の構造に損害を及ぼすおそれ
⼜は交通に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、
その届出に係る⾏為に関し場所⼜は設計の変更その他の必要な措置を講ずべき
ことを勧告することができる。
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